
注：県の指導により、獣種毎の許可期間が定められていますが
どの獣種においても年度末の3月31日までとなっています。
　例えば、シカやイノシシは最大7カ月の許可期間がありますが
許可日が12月1日であれば許可の期間は翌年6月末ではなく
3月31日までの4カ月となります。

有害鳥獣駆除許可申請書の記入例

細則第２号様式（細則第２条関係）

年 月  日

　桑名市長　伊藤　徳宇　様

申請者　 住　　所 桑名市中央町2丁目37番地

氏　　名 桑名　太郎  印

ほか 名

職  　業 公務員

生年月日 年 月  日

電話番号 0594-24-1202

捕獲等をしようとする鳥獣

又は採取等をしようとする

鳥類の卵の種類及び数量

 捕獲等又は採取等の目的

 捕獲等又は採取等の期間

 捕獲等又は採取等の区域

 捕獲等又は採取等の方法

 捕獲等又は採取等した後

 の処置

 鳥獣保護区等において、

 捕獲等又は採取等をしよう

とする場合にあってはその旨

狩猟免許の種別、番号及び

交付年月日

銃器を使用する場合は、銃

砲所持許可番号及び交付年

月日

 ※許 可 証 交 付 年　月 日

　（規格Ａ４版）

 　　　　　年　　　　月 　　　日  ※番　　号

　　　図面番号⑤　四日市市伊坂山村ダム鳥獣保護区

　　　わな猟　第〇〇〇〇〇〇〇号　令和〇〇年〇〇月〇〇日

許　可　番　号

交付年月日

        　第　　　　　　　　　　　号

          年　　　　　月　　　　　日

　　　　イノシシ〇〇頭　・　二ホンジカ〇〇頭

  　　有害捕獲（   農作物被害の防止                                             ）

　　　許可　年　　月　　日から令和〇〇年〇〇月〇〇日まで　　　　日間

　　　桑名市〇〇字〇〇番地先他、別紙位置図の通り

　　　法定わな

　　　土葬又は火葬

〇〇 〇〇 〇〇S

記

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第９条第１項（同法第９条第８項及び鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律施行規則第７条第７項）の規定により、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可を受けた

い の で 、 次 の と おり 申請 しま す。

（表）

鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の（有害捕獲）許可申請書

〇〇

〇〇 〇〇 〇〇令和

捕獲者が複数名の場合に記

捕獲獣種と予定頭数を記入してくださ

獣種により期間が違いま

銃で止め刺しする場合は銃

狩猟免状の番号

三重県鳥獣保護区等位置

図から番号と名称を記入


